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調査研究等のテーマに関する背景説明

問題の概要 ●鉛など、有害重金属類汚染のあるごみ山を放置することで、周辺環境へ汚染が広がり、栽培

作物に蓄積されたり、土壌の直接摂取により、人体に取り込まれ、将来的には低濃度曝露によ

る慢性毒性の原因となるおそれがある。

●一旦拡散した汚染は、浄化・回復にさらに多大な費用を要し、害された人の健康も取り返し

がつかない。

問題の原因

など

●産業廃棄物を違法に保管している（事実上、違法な最終処分場と化している）事業者、ある

いは不法投棄した事業者、および廃棄物処理法により管理監督するべき行政機関（埼玉県）が、

上記のような事業者の厳重処分を怠ったまま放置した無作為が原因である。

位置関係問題の経過 ●埼玉県内に点在する 3000m3 以上のごみ山の

重金属（主に鉛）調査を行なった。調査は 2005

年 1 月～2009 年 1 月の期間であり、調査箇所数、

検体数は以下のとおりである。

●ごみ山 78 箇所、土壌 113 検体、このうち 28

箇所、43 検体から土壌汚染対策法の指定基準

150ppm を超える鉛汚染が確認された。汚染の検

出率は箇所数で 35.8%、検体数で 38.0％。

●基準値に迫る 100～150ppm の範囲のものを

含めると、箇所、検体数ともに、実に 47.7％と

いう高率で汚染が存在することが判明した。

●ごみ山を無策のまま放置することの問題性を、

県下の事業者や産業廃棄物の処理に関する管

理・監督の義務のある埼玉県に、汚染の実態調査

結果に基づき、2005 年以来、継続的に問題提起

してきた。

（問題の起こっている場所、影響の及んでいる場所）

●埼玉県内全域に点在する 3000ｍ3 以上の

ごみ山（当会調査では現在 176 か所のごみ

山が確認されている）。

●これらのごみ山は、イネ、小麦、菜園など、

耕作地のただ中に存在するものも多く、耕作

地に汚染が拡散する強い懸念がある。

●住宅地域が近い等、柵や塀がないケースも

多く、子供や人の出入りも自由にできてしま

うため、土壌からの直接摂取の恐れもある。

●ごみ山斜面を洗って流れ落ちた汚水が、周

辺にたまったり流出したりしており、放置の

時間が経過するにつれ、汚染は確実に周辺に

拡大するだろう。

争点 （問題の解決を阻んでいるものはなにか／問題をめぐる世論はどうなっているか）

●鉛は周辺環境の汚染により、作物に取り込まれて間接的に、また土壌から直接、人体に取り

込まれたりする。将来世代に取り返しのつかない負の遺産を遺さないためにも、早期に対策を

講じる必要があるが、汚染の人体への影響がすぐに確認できるものではないため、自治体や周

辺住民の一部には危機感がきわめて乏しい。

●ごみ山（不法投棄、保管基準違反）を作った行為者自身は、すでに倒産や不明な場合が多く、

原状回復や撤去措置のための多大な費用は、自治体が立て替えければならないケースが多い。

そのため、資金的な裏付けと、謂わば後始末に公金を用いることへの社会的合意が必要である。

助成を受け

た調査研究

等のねらい

（助成を受けた調査では、何を調べ、何を明らかにしようとしたものなのか。）

●県内に多数あるごみ山が、実際にどれほど重金属（特に鉛）で汚染されているか、その頻度

と汚染のレベルを調査し、埼玉県や市民、ひいては同様のごみ山のある全国の地域住民に警告

を発し、撤去などの対策が早急に必要であることを訴える。

グループ名

・代表者名

埼玉西部・土と水と空気を守る会

前田 俊宣
助成金額 30 万円

助成のテーマ ゴミ山（産業廃棄物の不法投棄）土壌の有害重金属含有濃度調査
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ごみ山土壌および周辺環境水中の鉛含有濃度
（2005年1月～2009年1月採取）

土壌汚染対策法の鉛
基準値150mg/kgを
指標とする分類

箇所数および

検体数 備考

調査したごみ山
（箇所） 78 66か所については各1検体、4か所については4検体、7か所につ

いては2検体、1か所については17検体採取
基準値以上の鉛汚染
が検出されたごみ山
（箇所）

28 汚染の検出率は、35.8%（ただし基準値にせまる100以上～
150mg/kg未満の箇所はさらに9か所で、これを加えると37か所と
なり、47.4％）。
複数検体を採取した箇所については1検体以上の汚染のあった場
合を汚染1か所とした）

調査した土壌
（検体数） 113 このうち11 検体は100以上～150mg/kg未満であり、基準値に迫

る値

基準値以上の鉛汚染
が検出された土壌
（検体数）

43 汚染の検出率は38.0%（ただし基準値に迫る汚染のあった検体を
入れた場合は47.7％）。汚染レベルの範囲は160～1600mg/kgで、
以下の通りの分布だった
150~400mg/kg－20検体、400~600mg/kg－11検体、
600~800mg/kg－6検体、 800~1000mg/kg －3検体、
1000mg/kg~－3検体。

調査した環境水
（検体数） 3 ごみ山すそのくぼ地に溜まった雨水を採取し、分析に供した。

参考値以上の濃度の
鉛が検出された環境
水（参考値：土壌環境
基準の溶出基準

0.01mg/L）

3 このような状況にある水質の基準値はないが、土壌からの溶出基
準0.01mg/Lを参考値とした。
3検体のデータは、0.55mg/L（土壌は480mg/kg）、0.02mg/L（土
壌は270mg/kg）、0.27mg/L（土壌は110ｍｇ/ｋｇ）であった

ゴミ山の見つけ方：地図ソフト
川越市下松原（2006.8.26）

ゴミ山の見つけ方：地形図

所沢市三ヶ島

三芳町上富

埼玉県内のゴミ山

ゴミ山から鉛検出
日高市駒寺野新田（2005.10.6 1000mg/kg）

宅地になっていた（2009.2.15）

隣地に崩落しているゴミ山
吉見町北吉見（2009.2.16）
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気がつかなければ丘
日高市女影（2009.2.15）

分譲地の前がゴミ山
日高市田波目（2009.1.22 510mg/kg）

偶然見つけたゴミ山
日高市女影(2007.2.15)

この山は成長中

その他のゴミ山
鳩山町竹本（2006.10.5)

ゴミ山の一部撤去
長島総業（2008.2.13～5.10）

斜面

削除しない

平面

斜面（道）

大生商事
ゴミ山

金房土木

新栄貿易
通気管

ゴミ山の一部撤去
長島総業（2008.2.13～4/下）



グループ(個人)のプロフィール

住所・所在地 埼玉県所沢市下富 1056-104、フラワーヒル 4-11

連絡担当者 山田 久美子

電話・FAX・携帯 携帯電話：090-2220-6642、ファクス：04-2943-2372

連絡先など

E-mail・URL tkumiko@poplar.ocn.ne.jp

グループの

特色

独自の実態調査とそのデータに基づいて、産廃処理にまつわる諸環境問題を提起し、行政交渉

だけでなく、訴訟などにも訴えて啓発していること

これまでの

活動経過・

●1998 年ころから、ダイオキシン類を始めとする、産廃処理による汚染の実態を、公害調停や

訴訟によって問題提起し、行政や業者に改善を求めてきた。

●公害調停やいくつかの訴訟において、有意義な結果を得た現在も、産業廃棄物処理に関する

諸問題（不法投棄、ごみ山、中間処理場由来の、ダイオキシン類・重金属類・アスベスト・VOC

による汚染・騒音・産廃火災による被害）の実態調査と、それに基づく行政への啓発・情報提

供活動、および訴訟活動（支援活動を含む）を継続して行なっている。

決算/事業報告 あり 会員組織 あり

会報など あり 発行サイクル 年 2 回 他に号外あり

会員･支援者数 150 人

年間の予算規模 80 万円

グループの

組織基盤・

財政状況

主な収入内訳 会費 40 万円

一般寄付 20 万円

バザー収益等 20 万円

主な支出内訳 調査費用 20 万円

弁護団費用 40 万円

広報（郵送代含む）

10 万円

諸経費（バザー材料など）

10 万円

主要ﾒﾝﾊﾞｰ

役員など

特になし

協力を受け

ている研究

者(*1)

渡邊 泉先生（東京農工大農学部、環境毒性学研究室）

協力して活

動している

団体など(*2)

◎エコネットとみおか、◎中新井の環境を考える会、

その他

(自己ＰＲ・協力

要請等も可）

*1 グループの役員など、恒常的に助言・協力を受けられる関係にある場合は◎印をつけ、役職や関係などを付記して下さい。

(過去に助言・協力を受けたことがある、あるいは、今後依頼できる、という関係の研究者は、無印で記載して下さい。)
*2 特に密接な関係にある団体には◎印を付けて下さい。(必要なときに協力を頼める、頼んだことがあるという団体は無印で記載して下さい。)

参考文献・ウェブサイトなど

・参考文献：『産廃銀座に挑んだ住民たち～公害調停と裁判の記録～』

埼玉西部・土と水と空気を守る会〔編〕 （合同出版）

・ウェブサイト：http://www3.airnet.ne.jp/dioxin/


